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１開会 

２あいさつ 

３議事 

（１）「後世に残したい栃木市の文化資源４８選」に掲載する地域の文化資源の

選定について 

市教育委員会生涯学習部文化課より説明を求めます。 

資料に基づいて説明 

４～８月の調査員による調査で、皆川地区が３８件、吹上地区が３１件、寺尾

地区が４２件、合計１１１件の文化資源が報告されました。「後世に残したい栃

木市の文化資源４８選」に掲載する文化資源を、文化課にて栃木西部地域分とし

てそれぞれの地域から２件ずつ計６件の素案をまとめましたので、ご検討いただ

き１１月末までにご回答をいただきたいと思います。掲載する文化資源につきま

しては地図を作成し、周回していただけるよう考えておりまして、個人所有のも

のは所有者に迷惑がかかってしまうことも考えられますので、今回の素案には選

定しておりません。 

報告いただいた内容は平成２９年３月までに冊子を作製するとともに、調査し

た文化資源は一覧表として市ホームページに掲載する予定です。 

〈質問〉 

委員に対して、質問を求めます。 

皆川城址公園の近くには、皆川家歴代の墓がそろう金剛寺があります。７番目

として追加することはできないでしょうか。 

今回は８つの地域から６件の文化資源を選出して４８選とする計画であるた

め、追加はできません。ですが、複数の文化資源を皆川家ゆかりの地としてまと

め、一つの文化資源として登録することは可能と考えます。文化課の素案より別
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の文化資源の方が良いということであれば、差し替えはできます。 

差し替えは希望しません。意見としましては、６選と言わずもっと掲載してい

ただきたいと思います。 

他の地域会議でも同様のご意見をいただいておりますが、今後検討させていた

だくことといたしまして、今回は追加はないものとご了承下さい。 

他に意見はございませんか。ないようでしたら「後世に残したい栃木市の文化

資源４８選」については終わりにしてよろしいでしょうか。 

〈意見等なし〉 

では次の議題に移らせていただきます。 

（２）平成２８年度地域予算について 

〈説明〉 

事務局に対して説明を求めます。 

平成２８年度地域予算の実施状況でございますが、イベント用テントの購入に

つきましては緑３張り・青２張りの計５張りが９月２０日に皆川公民館に納品に

なり、早速皆川城址まつりにおいて使わせていただきました。 

案内看板についてご説明いたします。方向サインにつきまして栃木土木事務所

と９月１３日に協議をしてまいりました。県道に案内看板を設置する場合、道路

にかかる場合にのみ協議が必要で、民地に設置する場合は協議は不要とのことで

した。県道にかかる看板については、大型車両の通行のため地面から４．５ｍの

高さが必要であるとのことです。車道に出ないよう歩道・植樹帯に設置する場合

であれば２．５ｍで可能とのことです。当初、見積もりでは看板の高さは３．０

ｍで積算しておりましたため、場合によっては本数減等の調整が必要となりま

す。 

さらに、路線が異なる場合でも県道に同じ内容の看板の複数設置は許可されな

いことが分かりました。当初路線が異なるため設置可能と判断しておりました

「吹上小・吹上中・吹上公民館」の看板は、内容の変更か民地への設置が必要と

なります。こちらの看板は２か所を１か所に減らし、その予算を車道に設置する

高い看板を立てるということで、調整が可能かと考えます。 

続きまして、運動公園と寺尾公民館に設置する案内看板の案を作成いたしまし

たので、ご覧ください。まず吹上地区です。運動公園内に案内看板を設置し、地

域を自転車で回れるよう案を作ったものです。運動公園西側トイレの脇あたりか

らスタートしまして、北側の道路を北上し吹上小の脇を抜けて、西に曲がります。

ここはわかりづらいのですが実働組織の予算で矢印看板を設置できると思いま

す。そこから西に向かい東北自動車道のアンダーをくぐり東善光寺に案内し、そ

こから南に降りた善応寺、伊吹山を見ていただいたあと西に進んで吹上城址、正

仙寺、そこからはぐるっとまわりながら運動公園に戻るコースでございます。距

離としましては６ｋｍ少々、自転車でまわりまして３０分ほどとなっておりま

す。内容につきましては、メディカルフィットネスさんと再協議し了承を得たう

えで、業者と相談のうえ見栄えのする看板にしたいと考えております。 

次に、寺尾地区の案内看板について説明いたします。寺尾地区案内図というこ

とで、寺尾公民館の敷地の入り口に設置する物の原案です。官公署、学校・公園、
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寺社、史跡等といった施設を一覧表にし、それぞれに番号を振ったうえでマーク

と色で分けまして地図上に表示いたします。道路や水路、山といったものにも色

付けをし、業者と協議のうえ作成したいと考えております。 

 ただいまの説明につきまして質問等がございましたら挙手願います。 

 自転車で回るコースとの事ですが、自転車は自分で用意するのでしょうか。そ

れと、自転車で行った先に、目的地の説明看板などは整備できているのでしょう

か。 

 自転車は、利用者に用意していただきます。向かった先の説明看板でございま

すが、こちらは平成２９年度の地域予算で整備する計画です。 

 コースについては、地元吹上地区で協議はしているのでしょうか。 

 地元とは協議済で、幾つかの変遷を経て今の形になりました。 

 一周３０分というのは、短いのではないでしょうか。 

 こちらは、長すぎるのも良くないとのことで、メディカルフィットネスさんと

打ち合わせをいたしました際のご指導に基づき、設定したものです。 

 コース内の名所などを見て歩くと、もう少し時間がかかります。 

 先ほど協議しました文化資源６選にあるお寺や城址などもコース内にあり、今

年度はコース案内看板を、来年度にコース内の説明看板を設置し、栃木市の文化

資源４８選とも連動するかたちで事業を進められるかと思います。 

 距離にしてどのくらいありますか。 

 ６ｋｍ近くあります。東善光寺へ向かう坂道はかなり急ですし、吹上中学校の

ある吹上城址も結構きつい坂道になっておりまして、中学生もふもとに自転車を

止めて登校しております。足に自信のある方は自転車に乗ったまま上っていただ

くのもよろしいかと思います。ご覧のように、吹上地区は見どころが集中してい

るところが特徴といえます。吹上をモデルケースといたしまして、皆川・寺尾に

つきましても散策コースの作成希望がございましたら、地域会議にご提案いただ

きたいと思います。 

 他にございませんか。 

 寺尾の案内看板が細かくてわかりにくいのですが。 

 実際には施設の表示は色分けをしますし、山や道路にも色をつけます。拡大さ

れるので見やすくなるとは思いますが、看板業者と協議いたします。 

 他にございませんか。ないようでしたら、次の議題に移らせていただきます。 

（意見なし） 

（３）平成２９年度地域予算について 

〈説明〉 

事務局に対して説明を求めます。 

（３）平成２９年度地域予算提案事業についてご説明いたします。 

前回の会議で、２９年度地域予算につきましては、プロジェクター購入事業、

栃木西部地域交通事故防止対策事業、ふるさと看板設置事業の３事業に決定いた

しました。 

１番目の、各公民館にプロジェクターを購入し、各種団体等が主催する会議・

研修等に活用する事業につきましては、公民館課が担当であり、機種の詳細など
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委員の皆さんと協議のうえ進めてまいります。 

２番目の、高齢者や生徒を対象に、プロのスタントマンによる実際の事故を再

現した交通安全講習会を実施する、栃木西部地域交通事故防止対策事業につきま

して、担当する交通防犯課と調整いたしましたところ、交通防犯課から何点か要

望がありました。 

 まず、西部地域では、他の地域同様１年度１箇所での開催とし、複数年で地域

全体を回る方式をとって欲しいとのことです。 

２点目は、中学校を会場に、中学生への指導に合わせ、地域の高齢者にも参加

頂くことで進めて欲しいということです。中学校が会場ならば校庭を活用できる

とともに、雨天の場合でも体育館での開催が可能で、地域の高齢者を呼びやすく、

高齢者が座るイスの確保が容易であるとのことです。 

３点目は中学校を選定する場合、生徒数の多い学校から順に開催することを原

則に考えて欲しいとのことです。ちなみに５月現在の生徒数は、皆川中１００人、

吹上中２８９人、寺尾中６４人です。これによりますと吹上中が第１候補となり

ますが、今年の１１月２日に栃木警察署主催により、吹上中において同様の交通

安全講習会が予定されていることがわかりました。２年続けて同じ学校で開催す

る必要はないと思われますので、次の候補であります皆川中で開催することを提

案させて頂きます。費用ですが、３６万円を基本額とし、参加者にグッズ等を配

付する場合は別途費用がかかるとのことです。 

３番目の、ふるさとの名所旧跡を説明する案内看板を設置するふるさと看板設

置事業につきまして、担当する文化課と調整いたしましたところ、文化課から何

点か要望がありました。 

吹上に関しては、文化課では歴史的な検証をするうえで、学術的な根拠として

諸説がある場合は、地元の期待に応えられない場合があるとのことでした。伊吹

山は万葉集の藤原実方句の伊吹山は、岐阜と滋賀の国境にある伊吹山ではなく、

吹上の伊吹山をうたったものであることが地元吹上では定説ですが、これを看板

に書き記すことについて、学芸員は難色を示しております。そこで、表現内容を

吹上の歴史研究者と協議しながら進める必要があります。なお、文化課から吹上

城址の案内看板なら歴史的根拠があり、図面もあるのでふさわしいとの逆提案も

ありました。今後の進め方として、文化課と内容を協議しながら、案内看板を設

置する候補地を検討する必要があります。吹上につきましては本年度のコース案

内看板に示した場所を中心に、数か所を実働組織であるまちづくり協議会と相談

して進める予定です。 

 皆川、寺尾におきましても、この場で名所史跡を説明する看板を設置したいと

ころがありましたら候補を出して頂きたいのですが、まだご意見をいただいてお

りません。もしこの場でご意見をいただけましたら、候補地を文化課に提示いた

しまして、予算の範囲内で協議しながら決めていきたいと思います。 

以上で説明を終わりますが、皆様のご意見をいただき、担当課と協議したいと

考えております。  

 ただ今説明のありました平成２９年度地域予算について、質問等ございました

らお受けいたします。 
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 看板については、城址公園しかないので皆川についても４８選に選ばれる神社

２か所をお願いしたいと思います。 

 寺尾ではどうでしょうか。 

 寺尾の場合は、古墳や史跡・天然記念物などといったものは、市の指定文化財

になっているケースが多く、そこには説明看板は設置済ですが、各自治会で設置

を希望するものがあるかもしれませんので、まったく不要とは言えません。少し

時間をいただければありがたいと思います。 

 では、今いただいた意見を文化課にも伝えまして、次年度以降つけられるとこ

ろにつけていきたいということでご了解いただきたいとおもいます。 

 ただいま事務局から説明に、ご意見等ありましたら挙手願います。 

〈意見なし〉 

意見がないようなのでこれにて決定とさせていただいてよろしいでしょうか。 

〈異議の声なし〉 

異議がないと認め、平成２９年度地域予算については以上のとおりといたしま

す。 

本日の議事は全て終了したので、進行を事務局に返します。 

 

４その他 

・寺尾におけるまちづくり実働組織について 

〈説明〉 

 寺尾地区におけるまちづくり実働組織の認定結果につきましてご報告いたし

ます。 

 お手元にあります、まちづくり実働組織認定可否決定通知書のとおり、８月９

日付で市から認定の通知をいただきました。今後は、栃木市認定まちづくり実働

組織活動補助金、地域づくり事業支援補助金の申請手続きを進めてまいります。 

以上でございます。 

 ただいまの件につきまして、ご質問等はございますか。 

〈質問等なし〉 

では、次に移ります。栃木市地域自治交流会についてでございます。今年度は

１０月８日（土）午後２時から、西方総合文化体育館において開催されます。ま

ず、会長から市長に平成２９年度地域予算計画書を提出いたします。その後引き

続き研修会を開催する予定です。内容は厚生労働省の水畑氏をお迎えしまして、

ワークショップ「対話によるまちづくり」となっております。 

 すでに出欠の報告はいただいておりますが、変更がある場合はご連絡くださ

い。 

 

・平成２８年度第７回栃木西部地域会議について 

〈説明〉 

次回、平成２８年１０月２５日（火）午後７時から。吹上公民館大交流室で開

催いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で本日の会議は全て終了いたします。 

──閉会── 

（会議終了時刻 午後８時２０分） 
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２ あいさつ 
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（２） 平成２８年度地域予算について 
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   寺尾地区におけるまちづくり実働組織の認定結果について 

 地域自治交流会について 

平成２８年度第７回栃木西部地域会議について 

５ 閉 会 
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